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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転モードを制御する運転モード制御装置であって、
　前記車両の外部から操縦コマンドを受信し前記操縦コマンドに基づいて前記車両を運転
するリモートドライブモードにおいて、前記リモートドライブモードを終了するか否か判
定する終了判定手段（１２０）と、
　前記終了判定手段が前記リモートドライブモードを終了すると判定したことに基づいて
、前記車両の外部からの操縦コマンドに基づかず且つ前記車両の乗員の運転操作によらず
に前記車両を自動運転する自動運転モードと、前記車両の外部からの操縦コマンドに基づ
かず且つ前記車両の乗員の運転操作により前記車両が運転される手動運転モードとのうち
、いずれか一方を、前記終了判定手段が前記リモートドライブモードを終了すると判定す
る前に前記車両の乗員の操作に基づいて行われた事前設定に基づいて選び、選んだ運転モ
ードに移行する移行手段（１４０～１９０）を備えた運転モード制御装置。
【請求項２】
　前記事前設定が前記乗員の運転技量を指定する設定である場合、前記移行手段は、指定
された運転技量と前記車両が走行している環境における運転の難度との比較に基づいて、
前記自動運転モードと前記手動運転モードのうちいずれか一方を選ぶことを特徴とする請
求項１に記載の運転モード制御装置。
【請求項３】
　前記移行手段は、前記事前設定に基づいて前記手動運転モードが選ばれる場合は、まず
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前記リモートドライブモードから前記自動運転モードに移行し、その後、前記乗員が許容
時間以内に所定の操作を行ったことに基づいて、前記手動運転モードに移行することを特
徴とする請求項１または２に記載の運転モード制御装置。
【請求項４】
　前記移行手段は、前記事前設定に基づいて前記手動運転モードが選ばれる場合は、まず
前記リモートドライブモードから前記自動運転モードに移行し、その後、前記乗員が許容
時間以内に所定の操作を行わなかったことに基づいて、前記自動運転モードのまま、前記
車両を停止させることを特徴とする請求項３に記載の運転モード制御装置。
【請求項５】
　前記リモートドライブモードにおいて、前記終了判定手段が前記リモートドライブモー
ドを終了するか否かを予測する予測手段（１２５）と、
　前記終了判定手段が前記リモートドライブモードを終了すると前記予測手段が予測した
ことに基づいて、前記事前設定に基づいて前記手動運転モードが選ばれる場合は、前記終
了判定手段が前記リモートドライブモードを終了すると判定する前に、前記手動運転モー
ドが始まることを前記乗員に通知する通知手段（１３５）と、を備えたことを特徴とする
請求項１ないし４のいずれか１つに記載の運転モード制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転モード制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、無人車両がリモートドライブ（遠隔操縦。以下同じ。）で走行中に通
信遅延等でリモートドライブが困難になった場合、スタンドアローンの自動走行に切り替
える技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５０５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１では、無人車両を対象とした技術であるため、リモートドライブが困難
になった場合の代替の走行モードとして自動走行のみしか用いられていない。しかし、発
明者の検討によれば、有人車両では、リモートドライブが困難になった場合の代替の走行
モードとして、自動走行のみならず、手動運転もあり得る。
【０００５】
　本発明は上記点に鑑み、有人車両においてリモートドライブを終了する場合において運
転モードを適切に切り替える技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、車両の運転モードを制御する運転
モード制御装置であって、前記車両の外部から操縦コマンドを受信し前記操縦コマンドに
基づいて前記車両を運転するリモートドライブモードにおいて、前記リモートドライブモ
ードを終了するか否か判定する終了判定手段（１２０）と、前記終了判定手段が前記リモ
ートドライブモードを終了すると判定したことに基づいて、前記車両の外部からの操縦コ
マンドに基づかず且つ前記車両の乗員の運転操作によらずに前記車両を自動運転する自動
運転モードと、前記車両の外部からの操縦コマンドに基づかず且つ前記車両の乗員の運転
操作により前記車両が運転される手動運転モードとのうち、いずれか一方を、前記終了判
定手段が前記リモートドライブモードを終了すると判定する前に前記車両の乗員の操作に
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基づいて行われた事前設定に基づいて選び、選んだ運転モードに移行する移行手段（１４
０～１９０）を備えた運転モード制御装置である。
【０００７】
　このように、リモートドライブモードを終了すると判定された場合、乗員の事前設定に
基づいて、自動運転モードに移行するか手動運転モードに移行するかが選ばれるので、運
転モードが適切に切り替わる。
【０００８】
　なお、上記および特許請求の範囲における括弧内の符号は、特許請求の範囲に記載され
た用語と後述の実施形態に記載される当該用語を例示する具体物等との対応関係を示すも
のである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る車載システム１の構成図である。
【図２】モード選択処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１に示すように、本実施形態の車載シ
ステム１は、車両に搭載され、カメラ１０、位置検出器１１、表示装置１２、操作部１３
、音声出力装置１４、地図データ取得装置１５、交通情報受信器１６、距離センサ１７お
よびナビゲーション制御回路１８を有する。
【００１１】
　カメラ１０は、車両の前方、側方および後方の道路等を繰り返し撮影する装置である。
位置検出器１１は、ＧＰＳ受信機、車速センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ等、車両
の現在位置を特定するための信号をナビゲーション制御回路１８に出力するセンサである
。表示装置１２は、ナビゲーション制御回路１８の制御に従って文字や画像をドライバー
に表示する液晶ディスプレイ等の装置である。操作部１３は、ドライバーの操作を受け付
け、受け付けた操作に応じた信号をナビゲーション制御回路１８に出力する装置である。
音声出力装置１４は、車内のドライバーに聞かせるための音声を出力する装置である。地
図データ取得部１５は、ナビゲーション制御回路１８の制御に従って地図データを取得し
てナビゲーション制御回路１８に出力する装置である。交通情報受信器１６は、無線通信
で車外から交通情報（各地の渋滞の有無、交通規制の有無等）を取得する装置であり、例
えば、ＶＩＣＳ（ＶＩＣＳは登録商標）受信機を用いて実現可能である。距離センサ１７
は、レーザーセンサ、ソナーセンサ等、自車両と自車両前方の他車両との車間距離を計測
する装置である。
【００１２】
　ナビゲーション制御回路１８は、ナビゲーション用の各種処理を実現するようになって
いる。ナビゲーション制御回路１８が実行するナビゲーション用の具体的な処理としては
、位置検出器１１を用いた周知の現在位置特定処理、地図データ取得部１５が取得した地
図データを用いた周知の地図表示処理、地図データを用いた周知のルート探索処理、地図
データを用いた周知のルート案内処理等がある。
【００１３】
　通信部２１は、自動運転／遠隔操縦制御部２３とリモートドライブサーバ３０との間の
通信を実現するための無線通信インターフェースである。自動運転／遠隔操縦アクチュエ
ータ２２は、車両の操舵、駆動、制動のそれぞれを実現するためのアクチュエータである
。例えば、操舵を実現するためのアクチュエータは、ステアリングハンドルの操舵角を変
化させるモータであり、駆動を実現するためのアクチュエータは、アクセル開度を変化さ
せるモータであり、制動を実現するためのアクチュエータは、ブレーキ液圧を変化させる
ポンプを駆動するモータである。
【００１４】
　自動運転／遠隔操縦制御部２３（運転モード制御装置の一例に相当する）は、車両の運
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転モードを決定し、決定した運転モードでの車両を走行させるための制御装置であり、例
えば、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等を備えて実現される。自動運転／遠
隔操縦制御部２３が実現する運転モードとしては、リモートドライブモード、自動運転モ
ード、手動運転モードの３つがある。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、これら３つのモ
ードを排他的に切り替えて実現する。
【００１５】
　リモートドライブモードは、車両の外部の遠隔地に設置されたリモートドライブサーバ
３０から、通信部２１を介して操縦コマンドを受信し、受信した操縦コマンドに基づいて
自動運転／遠隔操縦制御部２３が車両を自動運転する運転モードである。
【００１６】
　自動運転モードは、車両の外部からの操縦コマンドに基づかず、且つ車両の乗員の運転
操作によらずに、自動運転／遠隔操縦制御部２３が車両を自動運転する運転モードである
。
【００１７】
　手動運転モードは、車両の外部からの操縦コマンドに基づかず、且つ車両の乗員の運転
操作（ステアリングハンドルの操作、アクセルペダルの操作、ブレーキペダルの操作等）
により車両が運転される運転モードである。手動運転モードにおいては、自動運転／遠隔
操縦アクチュエータ２２は自動運転／遠隔操縦制御部２３を制御しない。
【００１８】
　自動運転モードおよび手動運転モードは、車両の外部からの操縦コマンドに基づかずに
車両が運転されるので、いずれもスタンドアローンモードに属する。リモートドライブモ
ードはスタンドアローンモードに属さない。
【００１９】
　なお、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ナビゲーション制御回路１８を介して、装置
１０～１７から出力される情報を取得することができるようになっている。
【００２０】
　ここで、自動運転／遠隔操縦制御部２３が運転モードを切り替えるために実行するモー
ド選択処理について、図２を参照して説明する。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、車両
の主電源がオンになったときに、このモード選択処理の実行を開始する。ここで、車両の
主電源のオンは、車両が内燃機関の駆動力で走行する車両であれば、ＩＧのオンに相当す
る。なお、モード選択処理の実行開始時における運転モードは、手動運転モードである。
【００２１】
　自動運転／遠隔操縦制御部２３は、まずステップ１００で、車両の乗員からリモートド
ライブ要求があるまで待機する。そして、車両の乗員が操作部１３を所定の方法で操作し
たことに基づいて、リモートドライブ要求があったと判定してステップ１０５に進む。
【００２２】
　ステップ１０５では、手動運転モードで車両のドライバーになるべき乗員の運転技量を
設定する。具体的には、乗員が自分の運転技量にあったレベルを操作部１３を用いて入力
すると、入力されたレベルを乗員の運転技量のレベルとしてメモリ（例えばＲＡＭまたは
フラッシュメモリ）に記録する。本実施形態の運転技量のレベルは、１から５までの５段
階のレベルで表され、運転技量が高い程大きい値となる。
【００２３】
　なお、自動運転／遠隔操縦制御部２３の不揮発性メモリには、自動運転／遠隔操縦制御
部２３等によって実現される自動運転のレベルがあらかじめ（例えば車両の出荷前に）記
録されている。本実施形態の自動運転のレベルは、１から５までの５段階のレベルで表さ
れ、自動運転の能力が高い程大きい値となる。
【００２４】
　そして、ステップ１０５では、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、まず自動運転のレベ
ルを当該不揮発性メモリから読み出して表示装置１２に表示させ、その上で、乗員による
運転技量のレベルの入力を受け付ける。
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【００２５】
　続いてステップ１１０では、ルート設定を行う。具体的には、ナビゲーション制御回路
１８に対してルート設定要求を出力する。このルート設定要求を受けたナビゲーション制
御回路１８は、上述のルート探索処理を実行する。そしてルート探索処理において、操作
部１３に対するユーザの目的地設定操作に従って、目的地を決定し、更に、地図データを
用いて、当該目的地までの最適な予定ルートを算出する。そして、これら目的地および予
定ルートを自動運転／遠隔操縦制御部２３に出力する。自動運転／遠隔操縦制御部２３は
、これら目的地および予定ルートをメモリ（例えばＲＡＭまたはフラッシュメモリ）に記
録する。
【００２６】
　続いてステップ１１５では、手動運転モードからリモートドライブモードに移行する。
具体的には、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、通信部２１を用いてリモートドライブサ
ーバ３０に対してリモートドライブ要求を送信する。するとリモートドライブサーバ３０
は、リモートドライブモード要求を自動運転／遠隔操縦制御部２３から受信したことに基
づいて、リモートドライブサーバ３０の近くにいる遠隔操縦者に対し、リモートドライブ
モード要求があったことを通知する。この通知を認識した遠隔操縦者は、遠隔操縦用の所
定の位置に着き、リモートドライブサーバ３０の操作装置（図示せず）に対して準備完了
操作を行う。するとリモートドライブサーバ３０が、自動運転／遠隔操縦制御部２３に対
して準備完了通知を送信する。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、通信部２１を介してこ
の準備完了通知を受信する。以上で、リモートドライブモードに移行する処理が終了する
。
【００２７】
　リモートドライブモードの間は、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、図２のモード選択
処理と同時並行的に、リモートドライブを実現するための通信および制御を行う。具体的
には、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、通信部２１を介してリモートドライブサーバ３
０に対して定期的（例えば１００ミリ秒に１回）に走行状況情報を送信する。走行状況情
報には、予定ルート、カメラ１０が撮影した車両の前方、側方および後方の撮影画像、位
置検出器１１が取得した車両の現在位置および車速、交通情報受信器１６が受信した交通
情報、距離センサ１７が取得した車間距離等の情報を含める。
【００２８】
　この走行状況情報を受信したリモートドライブサーバ３０は、この情報を遠隔操縦者に
表示する。遠隔操縦者は、この表示を確認しながら、車両が予定ルートに沿って安全に走
行するよう、リモートドライブサーバ３０に設けられたステアリングハンドル、アクセル
ペダル、ブレーキペダル等の運転操作装置（図示せず）を操作する。リモートドライブサ
ーバ３０は、これら運転操作装置に対して行われた操作に基づいて操縦コマンドを作成し
て自動運転／遠隔操縦制御部２３に逐次送信する。作成された操縦コマンドは、ステアリ
ングハンドルの操舵角、アクセル開度、ブレーキの踏み込み量等の情報を含む。
【００２９】
　自動運転／遠隔操縦制御部２３は、通信部２１を介してこの操縦コマンドを受信する度
に、これら操縦コマンドの内容に従って、自動運転／遠隔操縦アクチュエータ２２を制御
する。これにより、操縦コマンドの内容に従った自動運転／遠隔操縦制御部２３による車
両の自動運転が実現する。このリモートドライブモードにおいて、車両の乗員は車両の運
転操作をする必要がない。
【００３０】
　図２のモード選択処理の説明に戻る。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１１
５でリモートドライブモードに移行した後は、ステップ１２０に進み、リモートドライブ
サーバ３０との通信における通信遅延時間が所定時間以下であるか否かを判定する。すな
わち、リモートドライブサーバ３０との通信が良好に行われているか否かを判定する。
【００３１】
　通信遅延時間の算出方法は、例えば、以下のようにして行う。自動運転／遠隔操縦制御
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部２３が、通信部２１を介してリモートドライブサーバ３０に定期的（例えば１０秒に１
回）に問い合わせ信号を送信し、その送信時点から所定時間（例えば５００ミリ秒）だけ
、この問い合わせ信号に対する応答信号をリモートドライブサーバ３０から受信すること
を待つ。リモートドライブサーバ３０は、問い合わせ信号を受信した場合はすぐに応答信
号を返信するようになっている。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、この所定時間が経過
するまでにリモートドライブサーバ３０から応答信号を受信できた場合は、通信遅延時間
が所定時間以内であると判定する。しかし、この所定時間が経過するまでにリモートドラ
イブサーバ３０から応答信号を受信でなかった場合は、通信遅延時間が所定時間を超えて
いると判定する。自動運転／遠隔操縦制御部２３とリモートドライブサーバ３０の通信が
行われているものの通信遅延時間が長い場合も、自動運転／遠隔操縦制御部２３とリモー
トドライブサーバ３０との通信回線が切断している場合も、自動運転／遠隔操縦制御部２
３は、上記のような作動により、通信遅延時間が所定時間を超えていると判定する。自動
運転／遠隔操縦制御部２３が通信遅延時間が所定時間を超えていると判定するような状況
は、リモートドライブが困難になっている状況である。
【００３２】
　通信遅延時間が所定時間以下であると判定した場合は、ステップ１２５に進み、通信遅
延時間が超過傾向にあるか否かを判定する。具体的には、最新および過去の通信遅延時間
に基づいて、通信遅延時間の現在以降の推移を予測し、その結果、現時点から基準時間（
例えば５分）以内に通信遅延時間が上記所定時間を超えるか否かで、通信遅延時間が超過
傾向にあるか否かを判定する。通信遅延時間が超過傾向にないと判定した場合、ステップ
１２０に戻り、超過傾向にあると判定した場合、ステップ１３０に進む。
【００３３】
　通信遅延時間が低い値で安定している間は、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステッ
プ１２０で通信遅延時間が所定時間以下であり、ステップ１２５で通信遅延時間が超過傾
向にないと判定するので、ステップ１２０、１２５のループが繰り返される。
【００３４】
　しかし、通信遅延時間が所定時間以下であっても、通信遅延時間が急速に増大している
ような状況では、ステップ１２５で通信遅延時間が超過傾向にあると判定され、ステップ
１３０に進む。
【００３５】
　ステップ１３０では、手動運転モードに移行予定であるか否かを判定する。具体的には
、ステップ１２５で行った通信遅延時間の推移の予測によれば通信遅延時間が所定時間を
超えるとなっている超過予測時点において、実際に通信遅延時間が所定時間を超えたなら
、手動運転モードと自動運転モードのどちらに移行するのかを判定する。
【００３６】
　この判定は、ステップ１０５で設定された運転技量のレベルおよびあらかじめ記録され
ている自動運転のレベルに基づいて決定する。また、この判定のために、上記超過予測時
点における車両の予定ルート上の道路を（例えば所定の平均車速に基づいて）予測し、当
該超過予測時点における当該道路の運転難度を特定する。道路の運転難度とは、その道路
を車両で運転することが難しいほど大きくなる量であり、本実施形態では、例えば１から
５までの５段階のレベルで表される。
【００３７】
　当該道路の当該超過予測時点における運転難度は、例えば地図データ取得部１５が取得
する地図データに基づいて決定してもよい。この場合、地図データには、各道路の時間帯
別の運転難度があらかじめ記録されていることが必要である。
【００３８】
　まず、ステップ１０５で設定された運転技量のレベルが自動運転のレベルと同じまたは
自動運転のレベルよりも高い場合について説明する。この場合、自動運転／遠隔操縦制御
部２３は、特定した運転難度のレベルと自動運転のレベルとを比較する。そして、運転難
度のレベルの方が自動運転のレベルよりも高ければ、手動運転モードに移行予定であると
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判定し、ステップ１３５に進む。一方、運転難度のレベルが乗員の自動運転のレベルと同
じかそれより低ければ、自動運転モードに移行予定であると判定し、ステップ１２０に戻
る。
【００３９】
　次に、ステップ１０５で設定された運転技量のレベルが自動運転のレベルよりも低い場
合について説明する。この場合は、殆どの例で、自動運転のレベルは最高の５である。な
ぜなら、ステップ１０５の処理説明において既に説明した通り、乗員は、自動運転のレベ
ルを見て、自分の運転技量と自動運転のレベルとを比較した上で、自分の運転技量のレベ
ルを入力するからである。自動運転のレベルが最高の５であれば、乗員は安心して自分の
運転技量のレベルを５よりも小さい値に設定するが、自動運転のレベルが最高の５でなけ
れば、乗員は念のため自分の運転技量のレベルを自動運転のレベルと同じかそれ以上にす
ると考えられるからである。
【００４０】
　この場合、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、特定した運転難度のレベルと、ステップ
１０５で特定した乗員の運転技量のレベルとを比較する。そして、運転難度のレベルの方
が乗員の運転技量のレベルよりも高ければ、自動運転モードに移行予定であると判定し、
ステップ１２０に戻る。一方、運転難度のレベルが乗員の運転技量のレベルと同じかそれ
より低ければ、手動運転モードに移行予定であると判定し、ステップ１３５に進む。
【００４１】
　ステップ１３５では、手動運転モードに移行する予定であることを、例えば音声出力装
置１４を用いて音声で、車両の乗員に報知する。このように、手動運転モードに移行する
可能性が高い場合は、あらかじめ乗員に通知することで、早めに乗員の準備を促すことが
できる。ステップ１３５に続いては、ステップ１２０に戻る。なお、通信遅延時間が所定
時間以下で、通信遅延時間が超過傾向にあり、手動運転モードに移行する予定である間は
、ステップ１２０、１２５、１３０、１３５がこの順に繰り返されるので、手動運転モー
ドに移行する予定であることが繰り返し乗員に報知される。
【００４２】
　このように、リモートドライブの維持は可能なレベルであるが通信遅延が増加傾向にあ
る際は、事前設定により手動運転が選択されると予想される場合には、あらかじめドライ
バーに通知をして手動運転に切り替える準備をさせる。
【００４３】
　ステップ１２０で、通信遅延時間が所定時間を超えていると判定した場合、自動運転／
遠隔操縦制御部２３は、ステップ１４０に進む。ステップ１４０では、自動運転モードを
選択するか手動運転モードを選択するかを、ステップ１０５で設定された運転技量のレベ
ルおよびあらかじめ記録されている自動運転のレベルに基づいて決定する。この判定のた
めに、車両が現在走行している道路の運転難度を特定する。この運転難度は、例えば地図
データ取得部１５が取得する地図データに基づいて決定してもよい。この場合、地図デー
タには、各道路の時間帯別の運転難度があらかじめ記録されていることが必要である。
【００４４】
　まず、ステップ１０５で設定された運転技量のレベルが自動運転のレベルと同じまたは
自動運転のレベルよりも高い場合について説明する。この場合、自動運転／遠隔操縦制御
部２３は、特定した運転難度のレベルと自動運転のレベルとを比較する。そして、運転難
度のレベルの方が自動運転のレベルよりも高ければ、手動運転モードに移行予定であると
判定し、ステップ１４５に進む。一方、運転難度のレベルが乗員の自動運転のレベルと同
じかそれより低ければ、自動運転モードに移行予定であると判定し、ステップ１７５に戻
る。
【００４５】
　次に、ステップ１０５で設定された運転技量のレベルが自動運転のレベルよりも低い場
合について説明する。この場合は、既に説明した通り、殆どの例で、自動運転のレベルは
最高の５である。
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【００４６】
　この場合、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、特定した運転難度のレベルと、ステップ
１０５で特定した乗員の運転技量のレベルとを比較する。そして、運転難度のレベルの方
が乗員の運転技量のレベルよりも高ければ、自動運転モードを選択すると判定し、ステッ
プ１７５に進む。一方、運転難度のレベルが乗員の運転技量のレベルと同じかそれより低
ければ、手動運転モードを選択すると判定し、ステップ１４５に進む。
【００４７】
　このように、ステップ１２０でリモートドライブモードを終了すると判定された場合、
乗員の事前設定に基づいて、自動運転モードに移行するか手動運転モードに移行するかが
選ばれるので、運転モードが適切に切り替わる。
【００４８】
　手動運転モードを選択すると判定した場合、ステップ１４５において、一時的に自動運
転モードに移行する。つまり、本実施形態では、手動運転モードを選択するといっても、
リモートドライブモードから直接手動運転モードに移行するのではなく、リモートドライ
ブモードから自動運転モードを経て手動運転モードに移行するようになっている。
【００４９】
　このようにすることで、リモートドライブサーバ３０と自動運転／遠隔操縦制御部２３
の通信が良好でなくなってリモートドライブが困難になったとき、乗員が手動運転を迅速
に開始できない場合でも、車両を安全に運転させることができる。
【００５０】
　リモートドライブモードから自動運転モードへの移行は、以下のように行う。自動運転
／遠隔操縦制御部２３は、通信部２１を用いてリモートドライブサーバ３０に対してリモ
ートドライブ終了通知を送信する。するとリモートドライブサーバ３０は、リモートドラ
イブモード終了通知を自動運転／遠隔操縦制御部２３から受信したことに基づいて、遠隔
操縦者に対し、リモートドライブモード終了通知があったことを通知する。さらにリモー
トドライブサーバ３０は、自動運転／遠隔操縦制御部２３に対する操縦コマンドの送信を
終了する。以上で、リモートドライブモードから自動運転モードへの移行が終了する。
【００５１】
　自動運転モードの間は、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、図２のモード選択処理と同
時並行的に、自動運転を実現するための制御を行う。具体的には、自動運転／遠隔操縦制
御部２３は、以下（ａ）～（ｆ）のような作動を行う
（ａ）位置検出器１１の出力に基づいて、車両の現在位置および走行速度ベクトルを特定
する。
（ｂ）距離センサ１７の出力に基づいて、自車両の前方の車両または障害物との車間距離
および相対速度を検出する。
（ｃ）カメラ１０の撮影画像に基づいて、自車両の前方の交通標識（オブジェクトの一例
に相当する）の示す指示内容（例えば、制限速度）および自車両前方の道路上の白線を検
知する。
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）で検出した結果に基づいて、自車両が予定ルート上の道路に沿
って、右左折等で必要なとき以外は白線を跨がないよう、かつ、前方車両および障害物に
ぶつからないよう、かつ、交通標識の指示に従うよう、自動運転／遠隔操縦アクチュエー
タ２２を制御して、車両の駆動、制動、操舵を自動的に行う。
【００５２】
　図２のモード選択処理の説明に戻る。自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１４
５で自動運転モードに移行した後は、ステップ１５０に進み、車両の乗員に、例えば音声
出力装置１４を用いて音声で、手動運転を開始する旨を通知する。
【００５３】
　続いてステップ１５５では、操作部１３のうち所定の手動運転切替スイッチ（図示せず
）が操作されたか否かを判定する。乗員は、自分が手動運転の準備ができたと思った時点
で、手動運転切替スイッチを操作する。手動運転切替スイッチが操作されていない場合は
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、ステップ１６０に進み、ステップ１５０で手動運転を通知してから許容時間（例えば３
０秒）が経過したか否かを判定し、経過していない場合はステップ１５５に戻る。つまり
、ステップ１５０で手動運転を通知してから許容時間が経過しない間は、手動運転切替ス
イッチが操作されるまで、ステップ１５０、１６０を繰り返して待機する。
【００５４】
　通常の場合、乗員は、上記許容時間内に手動運転の準備を終えて手動運転切替スイッチ
を操作する。その場合、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１５５で運転切替ス
イッチが操作されたと判定してステップ１６５に進み、自動運転モードから手動運転モー
ドに移行する。
【００５５】
　自動運転モードから手動運転モードへの移行することにより、自動運転／遠隔操縦制御
部２３は、自動運転／遠隔操縦アクチュエータ２２を制御して車両を運転することを止め
る。したがって、車両は乗員の運転操作によって運転される。ステップ１６５の後は、ス
テップ１００に戻り、手動運転モードを続けながら、車両の乗員からリモートドライブ要
求があるまで待機する。
【００５６】
　なお、ステップ１５０で手動運転を通知してから手動運転切替スイッチが操作されない
まま許容時間が経過してしまった場合、自動運転／遠隔操縦制御部２３はステップ１６０
で許容時間が経過したと判定し、ステップ１７０に進む。
【００５７】
　ステップ１７０では、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、自動運転により、車両を比較
的安全なスペース（例えば路肩）に移動させ、そのスペースで車両を停止させる。路肩の
位置は、地図データまたはカメラ１０の撮影画像から特定する。このようにするのは、乗
員が何らかの理由で手動運転を行えない状況にあると考えられるので、安全のために一度
車両を停止させた方が良いという考えからである。
【００５８】
　このように、手動運転に切り替える際にドライバー（乗員）の準備ができていない場合
は、一時的に自動運転に切り替えてドライバーの準備ができるのを待ち、一定時間を超え
た場合は安全なスペースに誘導後停車させる。
【００５９】
　ステップ１７０に続いては、ステップ１６５に進み、既に説明した通り、自動運転モー
ドから手動運転モードに移行し、その後、ステップ１００に戻る。
【００６０】
　また、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１４０で、自動運転モードを選択す
ると判定した場合、ステップ１７５で、リモートドライブモードから直接自動運転モード
に移行する。リモートドライブモードから自動運転モードへの移行方法は、ステップ１４
５と同じである。自動運転モードを実現するための自動運転／遠隔操縦制御部２３の制御
も、既に説明した通りである。
【００６１】
　続いてステップ１８０では、車両の現在位置がＧＰＳ衛星から信号を受信できる範囲内
（ＧＰＳ圏内）にいるか否かを、位置検出器１１中のＧＰＳ受信機が出力する信号に基づ
いて判定する。あるいは、地図データ中に、各地点においてＧＰＳ衛星から信号を受信で
きるか否かの情報が含まれている場合は、現在位置を当該情報に当てはめることで、車両
の現在位置がＧＰＳ衛星から信号を受信できる範囲内にいるかを判定してもよい。
【００６２】
　更にステップ１８０では、自動運転に用いる機器（カメラ１０、位置検出器１１、距離
センサ１７、自動運転／遠隔操縦アクチュエータ２２、自動運転／遠隔操縦制御部２３等
）の故障の有無を、周知の方法で判定する。
【００６３】
　続いてステップ１８５では、ステップ１８０の判定結果に基づいて、自動運転が維持可
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能か否かを判定する。例えば、車両がＧＰＳ圏内におり、自動運転に用いるすべての機器
に故障が無いと判定した場合にのみ、自動運転が維持可能であると判定し、それ以外の場
合（ＧＰＳ圏外の場合、１個でも故障している場合等）は、自動運転モードが維持可能で
ないと判定してもよいし、他の基準で判定してもよい。
【００６４】
　自動運転が維持可能であると判定した場合は、ステップ１９０に進み、ステップ１２０
と同じ方法で、リモートドライブサーバ３０との通信における通信遅延時間が所定時間以
下であるか否かを判定する。所定時間を超えている場合、すなわち、リモートドライブが
困難な場合は、ステップ１８０に戻る。つまり、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、自動
運転が維持可能であり、かつ、リモートドライブが困難な間は、ステップ１８０、１８５
、１９０のループを繰り返して自動運転モードを維持する。
【００６５】
　しかし、ステップ１８０、１８５、１９０のループにおいてステップ１９０でリモート
ドライブサーバ３０との通信における通信遅延時間が所定時間以下であると判定した場合
は、ステップ１１５に戻ってリモートドライブモードに復帰する。
【００６６】
　また、ステップ１８０、１８５、１９０のループにおいてステップ１８５で自動運転が
維持可能でないと判定した場合は、手動運転モードに移行するために、ステップ１５０に
進む。ステップ１５０の後は、既に説明した通りである。
【００６７】
　なお、本実施形態においては、自動運転／遠隔操縦制御部２３が、ステップ１２０を実
行することで終了判定手段の一例として機能し、ステップ１４０～１９０を実行すること
で移行手段の一例として機能し、ステップ１２５を実行することで予測手段の一例として
機能し、ステップ１３５を実行することで通知手段の一例として機能する。
【００６８】
　（他の実施形態）
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なもの
ではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また
、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合
および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものでは
ないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数
、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および
原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるもので
はない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するとき
は、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き
、その形状、位置関係等に限定されるものではない。例えば、以下のような変形例も許容
される。なお、以下の変形例は、それぞれ独立に、上記実施形態に適用および不適用を選
択できる。すなわち、以下の変形例のうち任意の組み合わせを、上記実施形態に適用する
ことができる。
【００６９】
　（変形例１）
　上記実施形態では、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１０５で運転技量のレ
ベルを設定し、ステップ１４０でこの運転技量のレベルと道路の運転難度のレベルとの比
較に基づいて自動運転モードと手動運転モードのどちらを選択するかを決めている。
【００７０】
　しかし、より簡単に、ステップ１０５で自動運転モードと手動運転モードのどちらを選
択するかを乗員の操作に基づいて設定し、ステップ１４０ではこの設定に従って自動運転
モードと手動運転モードのどちらを選択するかを決めるようになっていてもよい。この場
合、例えば、乗員がゆっくり休みたい旨の操作を行うことで、自動運転／遠隔操縦制御部
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ップ１３０でも、ステップ１０５の設定に従って自動運転モードに移行予定か手動運転モ
ードに移行予定かを判定する。
【００７１】
　（変形例２）
　上記実施形態および変形例１では、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、リモートドライ
ブモードに移行する前のステップ１０５において、車両の乗員の操作に基づいて運転技量
レベルまたはモード選択の設定を行っている。しかし、この設定は、ステップ１１５でリ
モートドライブモードに移行した後、ステップ１２０でリモートドライブモードを終了す
ると判定するまでの間に行うようになっていてもよい。
【００７２】
　（変形例３）
　上記実施形態では、ステップ１４０で手動運転モードを選択すると判定した場合、リモ
ートドライブモードから自動運転モードを経て手動運転モードに移行するようになってい
る。しかし、必ずしもこのようになっておらずともよい。例えば、乗員の運転操作の準備
が十分整っているような場合（例えば、上記ステップ１３５の事前通知に対して乗員が操
作部１３に対して準備完了の旨の操作を行った場合）は、ステップ１４０で手動運転モー
ドを選択すると判定した場合、ステップ１６５にすぐ進んでもよい。つまり、リモートド
ライブモードから直接手動運転モードに移行するようになっていてもよい。
【００７３】
　ただしこの場合も、手動運転に切り替えた後にドライバーの準備ができていないことを
検出した場合は、一時的に自動運転モードに切り替えてドライバーの準備ができるのを待
ち、許容時間を超えた場合は安全なスペースに誘導後停車させでもよい。この場合、例え
ば、手動運転に切り替えてから５秒以内にドライバーが運転操作を行わない場合、手動運
転に切り替えた後にドライバーの準備ができていないと判定してもよい。
【００７４】
　（変形例４）
　上記実施形態では、自動運転／遠隔操縦制御部２３は、ステップ１３０で手動運転モー
ドに移行予定か否かを判定しているが、これに代えて、または、これに加えて、超過予測
時点において自動運転に切り替えできないことが予想されるか否かを判定してもよい。
【００７５】
　超過予測時点において自動運転に切り替えできないことが予想されるか否かは、超過予
測時点における車両の予定ルート上の道路を予測し、当該超過予測時点における当該道路
がＧＰＳ圏外であるか否かによって判定してもよいし、自動運転に用いる機器のうち１つ
が現在故障しているか否かによって判定してもよい。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　　　　車載システム
１８　　　　　ナビゲーション制御回路
２１　　　　　通信部
２２　　　　　自動運転／遠隔操縦アクチュエータ
２３　　　　　自動運転／遠隔操縦制御部（運転モード制御装置）
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